
 

 

 

 

 

【対象：令和 6 年度末退職予定者向け】 
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１ 退職手当とは 

 

退職手当は、教職員が退職(又は死亡)した場合に、その者又は遺族に一時金として支給さ
れる給与で、給料の補充的な性格をもつ他の手当とは異なり、勤続報償的な性格を有す
る手当であって､その取扱いは、教職員及び他の職種の公務員に共通の「山梨県職員の
退職手当に関する条例」等によって定められている。 

 
○ 根拠及び参考法令・通知 

      ・山梨県職員の退職手当に関する条例 
※ 平成１８.４.１改正   

             以下､改正後の条例を「新条例」、改正前の条例を「旧条例」という｡ 
       ・山梨県職員の退職手当に関する規則 
       ・山梨県職員の退職手当に関する規則の運用について 

 
 
２ 退職手当額の算出方法 

 

新条例等退職手当額（Ａ）と 新条例施行日前日退職手当額（Ｂ）を比較し､ いずれか
多い額が、退職手当裁定（支給）額となる｡ 

 
（１）新条例等退職手当額 

  新条例等退職手当額（Ａ）：H18.4.1改正の条例に基づいて計算した退職手当額 

                            ※①                 ※②           ※③        ※④ 

（Ａ）＝ 基本額（退職日の｢給料の月額｣×(１＋特例加算率）×支給率）＋ 調整額 

 

新条例等退職手当額は、｢退職の日における｣退職者の｢給料の月額｣を基礎として、その

｢退職の事由｣及び｢勤続期間｣に応じた一定の割合（｢支給率｣）を乗じて得た額を『基本

額』とし､ これに､ 在職期間中の職位（給料の級や期末勤勉手当の役職加算率等により区

分）を基礎として算定される『調整額』を加算することにより算出される。 

 
  ※①給料の月額：給料月額 ＋ 給料の調整額 ＋ 教職調整額 

 （注）給料月額は、現給保障等の経過措置及び特例減額等によらない額（条例第３条第１項、本則附

則第１２条） 

 

  ※②特例加算率：５０歳以上かつ勤続２５年以上の者が、定年退職日から１年前までに勧奨又は

公務上の死傷病により退職することとなった場合、特例給料月額として、次の

算式により得られる額を給料の月額とする。(条例第５条の３) 

〇６０歳までに退職：特例給料月額＝給料の月額×（１＋２％×６０歳までの残年数） 

〇６０歳以後に退職：特例給料月額＝給料の月額×（１＋２％） 

                        

※③支給率：「退職事由」及び「勤続年数」に応じて定めた「退職手当支給率表」に掲げる「支給

率」を適用 

○ 現在の最高支給率＝４７．７０９ ← 勤続３５年以上の定年等 

                ○ 退職事由 

                 ・自己都合、勤続 11年未満の定年・勧奨・公務外死亡等 → 新条例第３条 

                 ・勤続 11年以上 25年未満の定年・勧奨・公務外死亡等  → 新条例第４条 

         ・勤続 25年以上の定年・勧奨・公務外死亡等､ 公務上死亡等 → 新条例第５条 
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  ※④退職手当の調整額：在職期間中の職位の高い順から６０月分について、職位の区分に応じて定めら

れた月額にその区分に該当する月数を乗じて得た額の合計額 

                     （条例第６条の４、規則第５条の４） 

 

   退職手当の調整額の職員区分 

（行政職、教育職（一）、教育職（二）、医療職（二）） 
   

月  額 行政職 教育職（一） 教育職（二） 医療職（二） 

第１号区分 

    65,000円 
９級(旧11級) 

   

第２号区分 

       59,550円 
８級(旧10級) 

   

第３号区分 

       54,150円 
７級(旧9級) 

４級 

（管手５,６種） 

４級 

（管手５,６種） 
７級 

第４号区分 

       43,350円 
６級(旧8級) 

４級 

（管手７種） 

４級 

（管手７種） 
６級 

第５号区分 

       32,500円 
５級(旧7級) ３級,特２級 ３級,特２級 

５級 

(「○○長」の職） 

第６号区分 

       27,100円 
４級(旧6級) 

２級,１級 

（役加10%） 

２級 

（役加10%） 
５級 

第７号区分 

       21,700円 
３級(旧5,4級) 

２級,１級 

（役加5%） 

２級 

（役加5%） 

４級 

３級（役加5%）  

第８号区分 

          0円 

 
第１号区分から７号区分までのいずれの区分にも属さない者 

                                役加＝期末･勤勉手当の役職段階別加算率  管手＝管理職手当区分 

【調整額の計算例】                      

        R5.4.1～R7.3.31   教育職（一）、（二）４級 (第 4 号区分) 24 月  ※ 管手 7 種 

        R2.4.1～R5.3.31    教育職（一）、（二）３級 (第 5 号区分) 36 月 

              43,350 円×24 月 ＋ 32,500 円×36 月 ＝ 2,210,400 円 

         ◇ 調整額の算定対象となるのは､ 平成８年４月１日以降の期間 

◇ 各区分における月数の算出において､ 休職､ 停職､ 育児休業等の期間がある場合､  

            それらの期間については､ 勤続期間の計算に準じて除算する｡  

 

◆退職手当の調整額の支給制限（退職手当条例第６条の４第４項） 

①勤続期間が 1年以上４年以下の者及び自己都合退職者で勤続期間が１０年以上２４年以 

下の者・・・計算した調整額の１／２ 

②退職手当の基本額が０円の者及び自己都合退職者で勤続期間が９年以下の者 

   ・・・調整額は０ 
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◇ 退職手当の基本額の特例（退職手当条例第５条の２） 

   ・ 最も多い給料の月額（ａ）が、退職日の給料の月額（ｂ）より多い場合は、次の計算式によ 

り算出された額が 退職手当基本額となる。 

 

    ｛ａ×（ａが適用された最終日までの期間に係る支給率）｝＋ 

｛ｂ×（全勤続期間の支給率－ａが適用された最終日までの期間に係る支給率）｝ 

 

   ※ 「給料の調整数の引下げ前日｣、｢行政職給料表への適用変更前日｣、「降格前日」（分限処

分）、「給料月額７割措置前日」など、給料月額の減額改定以外の理由により給料の月額が

減額された場合がこれに該当する。 

 

・ ６０歳に達した日が属する年度の末日以降に退職する者で、６０歳以降の給料月額は７割措置

とされているが、６０歳前の給料月額が最も多かった場合は、最も多い給料の月額（ａ）、７割

措置前の給料の月額（ｂ）、退職日の給料月額（ｃ）として、次の計算式により算出された額が

退職手当基本額となる。 

 

  ｛ａ×（ａが適用された最終日までの期間に係る支給率）｝＋ 

｛ｂ×（ｂ適用前日までの期間に係る支給率－ａが適用された最終日までの期間に係る支給率）｝＋ 

｛ｃ×（退職日までの期間に係る支給率－ｂ適用前日までの期間にかかる支給率）｝ 

 

   ※ aには、「給料の調整数の引下げ前日｣、｢行政職給料表への適用変更前日｣、「降格前日」

（分限処分）などが該当。 

 

 

（２）新条例施行日前日退職手当額 

 新条例施行日前日退職手当額（Ｂ）： 

    H18.3.31に 同じ事由で退職したものと仮定して旧条例に基づき算出した退職手当額 

                          ※①                         ※②                   

（Ｂ）＝ H18.3.31の給料の月額 × (１＋H18.3.31特例加算率)          ※③  

                                   ×H18.3.31を退職日とみなした旧条例支給率 

 

※①H18.3.31給料の月額：18.3.31現在のその者の 給料月額＋給料の調整額＋教職調整額 

※②H18.3.31を退職日とみなした場合の特例加算率： 

    H18.3.31現在で ５０歳以上 かつ 勤続２５年以上の勧奨又は公務上の死傷病退職者に限る   

H18.3.31 
現在の末齢 50歳 51歳 52歳 53歳 54歳 55歳 56歳 57歳 58歳 59歳 

加算率 20％ 18％ 16％ 14％ 12％ 10％  8％  6％  4％  2％ 

※③旧条例支給率：「退職事由」及び「勤続年数」に応じて定めた「退職手当支給率表」に掲げ

る「支給率」を適用 
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     経過措置  新条例施行日前日額の保障 （平成１８年改正条例附則第２条） 

 

  

  

    

    

新条例により計算した退職手当額（新条例等退職手当額）が、新条例施行日前日 

  (H18.3.31)に同一の事由で退職したものと仮定して旧条例の規定に基づき算定した 

  退職手当額（新条例施行日前日退職手当額）を下回るときは、新条例施行日前日退 

  職手当額を、退職手当の額とする。 

 

    新条例等退職手当額（Ａ）≧ 新条例施行日前日退職手当額（Ｂ）の場合･･･ 

                                                      退職手当額＝新条例等退職手当額（Ａ） 

     新条例等退職手当額（Ａ）＜ 新条例施行日前日退職手当額（Ｂ）の場合･･･ 

                                          退職手当額＝新条例施行日前日退職手当額（Ｂ） 

 
 
３  勤続期間の計算 

 

○ 算定の基礎となる勤続期間の計算は、教職員として｢引き続いた｣在職期間で、教職員となった

日の属する月から退職した日の属する月までの月数で計算し、在職期間に１年未満の端数がある

場合は切り捨てる。（条例第７条） 

ただし、全在職期間が６月以上１年未満の場合は１年とする。（条例第７条７項） 

例） 在職３０年１１月 → ３０年、在職０年６月 → １年 

 

○ ｢引き続いた｣在職期間には、山梨県の教職員以外の引き続く国の教職員（国家公務員）、他県

等の教職員（地方公務員）、国立学校法人･特定独立行政法人の教職員等の在職期間を含むもの

とする｡ただし、退職手当に相当する給与の支払いを受けている者は除く。 

    （注）勤続期間の特例として経歴の通算ができるのは、これを証明する書類等がある場合に 
      限られる。過去の発令通知書など、証明できる書類を退職者に求める場合もある。 

 

○ 休職（地公法第 27･28条)､ 停職(地公法第 29条)等の期間（現実に職務をとることを要する日

のあった月を除く）については､ その月数の１／２を除算する｡ 

 

○ 組合専従休職（地公法第 55条 2項、5項）自己啓発休業（地公法第 26条の 5）、配偶者同行

休業（地公法第 26条の 6）については、その月数の全てを除算する｡ 

 

○ 育児休業等期間については､ その月数の１／２を除算する。ただし、育児休業期間の終期が平

成４年４月１日以降の育児休業については、当該育児休業に係る子が１歳に達した日の属する

月までの月数の１／３を、それ以降の月数については１／２を除算する。なお、育児短時間勤務

期間については、その月数の１／３を除算する。 
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  【退職手当算定の基礎となる勤続期間の計算の具体例】 

 

   ① 職員として引き続いた在職期間による。 

 

                                                        勤続期間 
 

       職員            職員 

                          
 
 

   ② 休職等の期間がある場合 

   ＊休職（地方公務員法第２７条、第２８条）、停職（同第２９条）、育児休業等(育児短時間 

   勤務を含む)、大学院修学休業、自己啓発休業（人事委員会の承認を得た場合に限る）等 
   
    

     職員   休職等 (停職 )期間      職員 

                  （該当期間の 1/2を除算） 

         １歳までの育児休業期間は1/3を除算 
                  （育児休業の終期がH4.4.1以降のものが該当) 

           育児短時間勤務は全該当期間の1/3を除算 
 
 
  ＊組合専従休職、自己啓発休業、配偶者同行休業   

                                                      
 

     職員    組合専従休職期間      職員 

           （該当期間の全てを除算） 

                     （地方公務員法第５５条の２第１項但書、第５項） 
 
 （注）傷病休暇（療養）期間は除算されない。 

 

  ③ 前歴がある場合 

※引き続いて職員となった場合、勤続期間に含む（退職手当に相当する給与の支払いを受け 

 ている者は除く）。 

  ○ 退職手当に相当する給与の支払いを受けていない者 

                                                          
 

                       職員 

                         ※東京都の前歴は通算できないことがある｡ 

                          

  ○ 退職手当に相当する給与の支払いを受けている者 

                                                        
 

                       職員 

 

A B 

△ Ａ＋Ｂ 
退職手当 

受給なし 

A B C 

A B C 

Ａ＋Ｂ＋Ｃ－Ｂ 

A B 

△ Ａ＋Ｂ 
国家公務員、他の都道府県職員 

市町村職員等 

A B 

▲ Ｂのみ 
国家公務員、他の都道府県職員※ 

市町村職員、国立学校法人職員等 
退職手当 

受給あり 

退職手当 

受給なし 

Ａ＋Ｂ＋Ｃ－(Ｂ×1/2) 

Ａ＋Ｂ＋Ｃ－(Ｂ×1/3) 
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４ 退職手当の計算例 
 
※  ６０歳に達した日が属する年度の末日以降に退職する者と、定年年齢に達した日の属する年度の

末日の退職はどちらも「定年」を事由とします。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

※給料の月額は仮想の金額

R7.3.31
区分＊月数 金額 給料の月額

６０歳 定年 ３８年 R7.3.31 第３号*24月 54,150 470,000

第４号*36月 43,350

416,000

 ①新条例等退職手当額 支給率

〈
第５条

勤続38年
〉

退職手当の基本額 470,000 × 47.709 ＝ 22,423,230.0
退職手当の調整額 54,150 × 24月 ＝ 1,299,600.0

43,350 × 36月 ＝ 1,560,600.0

25,283,430

 ②新条例施行日前日退職手当額 支給率

〈
第３条

勤続19年
〉

退職手当額 416,000 × 16.6563 ＝ 6,929,020.8 6,929,020

◎旧制度による退職手当額を保障する為の経過措置（平成１８年４月１日から施行、無期限）

①新条例等退職手当額　＜　②新条例施行日前日退職手当額　の場合

→②施行日前日退職手当額を支給 退職手当支給額

①新条例等退職手当額　≧　②新条例施行日前日退職手当額　の場合
→①新条例退職手当額を支給 退職手当支給額 25,283,430

教三　2級

給料月額=400,000円
給料の調整額=      0円

教職調整額(400,000*4%)= 16,000円

R7.3.31

級
教二　4級

退職時年齢 退職事由 勤続年数 退職日

H18.3.31
級(切替前)

H18.3.31
給料の月額(切替前)

調整月額

給料月額=470,000円
給料の調整額=      0円

教職調整額=      0円

【退職手当計算例  Ｒ６末６０歳退職①】 

Ａ市立Ｂ中学校 校　長 甲斐　太郎
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※給料の月額は仮想の金額

区分＊月数 金額

６０歳 定年 ３８年 R7.3.31 第６号*60月 27,100
給料月額＝ 417,000円

＝ 11,100円

＝ 16,680円

給料月額＝ 415,000円

＝ 13,875円

＝ 16,600円

給料月額＝ 403,000円

＝ 23,200円

＝ 16,120円

 ①新条例等退職手当額 支給率

勤続年数 （第５条）

退職手当の基本額 11　年 11.42505

(38年-27年) (47.709-36.28395）

445,475 × 27　年 36.28395 ＝ 16,163,592.6

退職手当の調整額 27,100 × 60月 ＝ 1,626,000.0

 ②新条例施行日前日退職手当額 支給率

〈
第３条

勤続19年
〉

退職手当額 442,320 × 16.6563 ＝ 7,367,414.62

◎旧制度による退職手当額を保障する為の経過措置（平成１８年４月１日から施行、無期限）

　①新条例等退職手当額　＜　②新条例施行日前日退職手当額　の場合
→②施行日前日退職手当額を支給 退職手当支給額

　①新条例等退職手当額　≧　②新条例施行日前日退職手当額　の場合

→①新条例退職手当額を支給 退職手当支給額

22,871,226

7,367,414

22,871,226

444,780 × ＝ 5,081,633.7

H18.3.31
級(切替前)

H18.3.31
給料の月額(切替前)

教二　2級 442,320

給料の調整額(11,600*2.0)

教職調整額(403,000*4%)

H26.9.30
級(減額前)

H26.9.30
給料の月額(減額前)

教一　2級 445,475

給料の調整額(11,100*1.25)

教職調整額(415,000*4%)

教一　2級 444,780

給料の調整額(11,100*1.0)

教職調整額(417,000*4%)

R7.3.31 R7.3.31
級 給料の月額

【退職手当計算例  Ｒ６末６０歳②　最も高い給料の月額が、退職日でない場合】 

県立Ｅ支援学校 教　諭 山梨　一郎

退職時年齢 退職事由 勤続年数 退職日
調整月額

H26.10.1～R7.3.31までの
勤続年数：11年（38年-27年）

H26.9.30までの勤続年数：
27年6月（→27年）
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※給料の月額は仮想の金額

区分＊月数 金額

６２歳 定年 ４０年 R9.3.31 第３号*24月 54,150

第４号*36月 43,350 給料月額 ＝ 329,000円

＝ 13,160円

給料月額 ＝ 470,000円

給料月額 ＝ 400,000円

＝ 16,000円

 ①新条例等退職手当額 支給率

勤続年数 （第５条）

退職手当の基本額 2　年 0

(40年-38年) (47.709-47.709）

470,000 × 38　年 47.709 ＝ 22,423,230.0

退職手当の調整額 54,150 × 24月 ＝ 1,299,600.0
43,350 36月 ＝ 1,560,600.0

 ②新条例施行日前日退職手当額 支給率

〈
第３条

勤続19年
〉

退職手当額 416,000 × 16.6563 ＝ 6,929,020.80

◎旧制度による退職手当額を保障する為の経過措置（平成１８年４月１日から施行、無期限）

　①新条例等退職手当額　＜　②新条例施行日前日退職手当額　の場合

→②施行日前日退職手当額を支給 退職手当支給額

　①新条例等退職手当額　≧　②新条例施行日前日退職手当額　の場合

→①新条例退職手当額を支給 退職手当支給額 25,283,430

25,283,430

6,929,020

教二　2級 416,000

給料の調整額　＝　　　0円

教職調整額(400,000*4%)

342,160 × ＝ 0.0

教一　4級 470,000

給料の調整額　＝　　　0円

教職調整額　＝　　　0円

H18.3.31
級(切替前)

H18.3.31
給料の月額(切替前)

教一　2級 342,160

給料の調整額　＝　　　0円

教職調整額(329,000*4%)

R7.3.31
級(減額前)

R7.3.31
給料の月額(減額前)

R9.3.31 R9.3.31
級 給料の月額

【退職手当計算例  Ｒ８末６２歳①　最も高い給料の月額が、Ｒ６年度末の場合】 

県立Ｅ支援学校 教　諭 山梨　一郎

退職時年齢 退職事由 勤続年数 退職日
調整月額

R7.4.1～R9.3.31までの
勤続年数：2年（40年-38年）

R7.3.31までの勤続年数：38年
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※給料の月額は仮想の金額

区分＊月数 金額
６２歳 定年 ４０年 R9.3.31 第６号*60月 27,100

給料月額 ＝ 291,900円

＝ 11,676円

給料月額＝ 417,000円

＝ 11,100円

＝ 16,680円

給料月額＝ 415,000円

＝ 13,875円

＝ 16,600円

給料月額＝ 403,000円

＝ 23,200円

＝ 16,120円

 ①新条例等退職手当額 支給率

勤続年数 （第５条）

退職手当の基本額 2　年 0

(40年-38年) (47.709-47.709）

11　年 11.42505

(38年-27年) (47.709-36.28395）

445,475 × 27　年 36.28395 ＝ 16,163,592.6

退職手当の調整額 27,100 × 60月 ＝ 1,626,000.0

 ②新条例施行日前日退職手当額 支給率

〈
第３条

勤続19年
〉

退職手当額 442,320 × 16.6563 ＝ 7,367,414.6

◎旧制度による退職手当額を保障する為の経過措置（平成１８年４月１日から施行、無期限）

　①新条例等退職手当額　＜　②新条例施行日前日退職手当額　の場合
→②施行日前日退職手当額を支給 退職手当支給額

　①新条例等退職手当額　≧　②新条例施行日前日退職手当額　の場合
→①新条例退職手当額を支給 退職手当支給額 22,871,226

22,871,226

7,367,414

303,576 × ＝ 0.0

444,780 × ＝ 5,081,633.7

H18.3.31
級(切替前)

H18.3.31
給料の月額(切替前)

教二　2級 442,320

給料の調整額(11,600*2.0)

教職調整額(403,000*4%)

H26.9.30
級(減額前)

H26.9.30
給料の月額(減額前)

教一　2級 445,475

給料の調整額(11,100*1.25)

教職調整額(415,000*4%)

R7.3.31
級(減額前)

R7.3.31
給料の月額(減額前)

教一　2級 444,780

給料の調整額(11,100*1.00)

教職調整額(417,000*4%)

教一　2級 303,576

                 給料の調整額　＝　 　0円

教職調整額(291,900*4%)

R9.3.31 R9.3.31
級 給料の月額

【退職手当計算例  Ｒ８末６２歳②　最も高い給料の月額が、Ｒ６年度末以外の場合】 

県立Ｅ支援学校 教　諭 山梨　一郎

退職時年齢 退職事由 勤続年数 退職日
調整月額

R7.4.1～R9.3.31までの
勤続年数：2年（40年-38年）

H26.9.30までの勤続年数：
27年6月（→27年）

H26.10.1～R7.3.31までの
勤続年数：11年（38年-27年）
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※給料の月額は仮想の金額

R7.3.31
区分＊月数 金額 給料の月額

４３歳 自己都合 ２０年 R7.3.31 第７号*60月 21,700 384,800
＝ 370,000円

＝　　　 0円

＝ 14,800円

301,600
＝ 290,000円

＝　　　 0円

＝ 11,600円

 ①新条例等退職手当額 支給率

〈
第３条

勤続20年
〉

退職手当の基本額 384,800 × 19.6695 ＝ 7,568,823.6
退職手当の調整額 21,700 × 60月 ×　1/2 ＝ 651,000.0

8,219,824

 ②新条例施行日前日退職手当額 支給率

〈
第３条
勤続1年

〉

退職手当額 301,600 × 0.5022 ＝ 152,246.9 152,246

◎旧制度による退職手当額を保障する為の経過措置（平成１８年４月１日から施行、無期限）
　①新条例等退職手当額　と　②新条例施行日前日退職手当額　を比較し、額の大きい方を支給

　①新条例等退職手当額　≧　②新条例施行日前日退職手当額　となるため、①新条例退職手当額を支給

退職手当支給額 8,219,824

【退職手当計算例  Ｒ６自己都合】

Ｅ市立Ｆ小学校 教　諭 山梨　一郎

退職時年齢 退職事由 勤続年数 退職日
調整月額 R7.3.31

級

教二　2級
給料月額

給料の調整額

教職調整額(290,000*4%)

教職調整額(370,000*4%)

H18.3.31
級(切替前)

H18.3.31
給料の月額(切替前)

教三　2級
給料月額

給料の調整額

自己都合退職者で勤続期間が10年以上24年
以下のため計算した調整額の1/2
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５ 退職手当からの控除について 

○ 退職所得に対する所得税等の控除 

       退職手当は、退職所得として給与所得等他の所得と分離して課税することとされており、 

     所得税、県民税及び市町村民税が退職手当から源泉徴収される。 

     （所得税法第２０１条、地方税法第５０条の６、第３２８条の６） 

    また、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関す 

   る特別措置法」の公布により、「復興特別所得税」が併せて徴収される（源泉徴収される所 

   得税額の２．１％相当額）。  

○ 課税退職所得額 

    勤続年数に応じた退職所得控除額（退職所得控除額表 参照（１２ページ））により「課税退  

職所得額｣を算出する。 

    ※ 勤続期間に１年未満の端数があるときは､ その端数は１年に切り上げる。 

    ※ 休職等（県以外に勤務する休職を除く）の期間も税法上は除算等を行わず、勤続期間に含む｡ 
 

（ 

 

退職手当額 
 

 

 － 
退職所得控除額 

(勤続年数による) 

 

）× １／２＝  
課税退職所得額 

（千円未満切捨） 
  
     ※ ただし、勤続年数が５年以内の場合は、退職手当－退職所得控除額＝課税退職所得額 

 

１ 所得税及び復興特別所得税 
 

所得税及び復興特別所得税の額 ＝（課税退職所得額×税率－控除額）×102.1％ 

  ※ 退職手当額が、退職所得控除額より少ない場合は課税されない。 

 

※退職手当額が、退職所得控除額より少ない場合は課税されない。 

※求めた税額に１円未満の端数がある場合は、１円未満の端数を切り捨てる。 
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２ 住 民 税（市町村民税、県民税） 

 

  ① 市町村民税   課税退職所得額 × ６％ ＝ 市町村民税額 

  ② 都道府県民税（以下「県民税」という。） 

            課税退職所得額 × ４％ ＝ 県民税額 
 

      ※市町村民税額、県民税額に百円未満の端数がある場合、それぞれ百円未満の端数   
      を切り捨てる。 
 
 

     ●  上記以外に、４､５月分住民税未徴収分(再任用以外)、共済組合･互助組合等貸付金の未
償還分がある場合は、その分も退職手当額から差し引かれる 
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税金計算の具体例 
  

   退職手当総額： ２１，３１２，２２９円    勤続期間：３５年６月 

                           税法上勤続期間：３６年（１年未満切上） 

  

 ○ 課税退職所得金額  ※ 退職所得控除額表 参照（１２ページ） 

    （退職手当額）       （退職所得控除額）    （退職所得控除後の金額） 

   ２１，３１２，２２９円 － １９，２００，０００円 ＝ ２，１１２，２２９円 

 

   退職所得控除後の金額の２分の１が課税退職所得金額となる。 

   ２，１１２，２２９円 × １／２ ＝  １，０５６，０００円（1,000円未満切捨） 

 

 １  所得税及び復興特別所得税 

    課税退職所得金額に税率を乗じ、控除額を差し引いた額に、１０２．１％を乗じる。 

                   （退職所得の源泉徴収税額の速算表 参照（１１ページ）） 

   （１，０５６，０００円 ×５％）×１０２．１％＝５３，９０８．８円  

 

                  １円未満切捨て   ５３，９０８円 

                           （所得税及び復興特別所得税）① 

 

  ２  市町村民税  

    （課税退職所得金額） 

 １，０５６，０００円 × ６％ ＝ ６３，３６０円 

 

                 １００円未満切捨て   ６３，３００（市町村民税）② 

 

  ３  県 民 税  

     （課税退職所得金額） 

 １，０５６，０００円 × ４％ ＝ ４２，２４０円 

 

                          １００円未満切捨て     ４２，２００円（県民税）③ 

 

                 退職所得税総額（①＋②＋③）＝ １５９，４０８円 

 

 

 

 

 

 

※このほか、共済組合、互助会、互助組合の貸付金のうち、未償還のものがある場合は、その残額に

ついて退職手当から一括控除して共済組合等に償還していただくことになっています。 

    退職手当総額      退職所得税総額     退職手当手取見込額 

 ２１，３１２，２２９円 － １５９，４０８円 ＝ ２１，１５２，８２１円 
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６ 退職手当の請求手続き等について 

     

退職手当の請求をする際には、ここに記載されている注意事項及び請求書の記載例等に

より行ってください。 

 

 １ 提出書類等 

   書類の提出方法及び提出書類の詳細については別途通知をします。 

  (1) 退職手当請求書 

◇ 記載例①参照（１７ページ） 

◇ 金融機関名、支店名及び口座番号は、通帳を確認しながら、誤りのないよう

に記載してください。 

 ※ 記載誤りがあると、退職手当の振込が大幅に遅れます。 

  (2) 退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書 

     ◇ 記載例②参照（１８ページ） 

      ※ 「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書」の提出がない場合には、退職

手当の支払金額（退職所得控除額の控除前の金額）に 20.42％の税率を乗じて計算

した税額により源泉徴収することになり、後日、各人で確定申告をしてもらうこ

とになります。（所法 201③） 

       ※ 個人番号については、記載しないようお願いします。 

  (3) 振込指定先通帳のコピー（必ずＡ４サイズの中央になるようにコピー） 

     ◇ 通帳のコピー例参照（１９～２０ページ） 

  (4) 母子手帳の写し 

     ◇ 育児休業期間の終期が平成４年４月１日以降の育児休業を取得した場合は、     

      当該育児休業に係る子が１歳に達した日を確認するため、母子手帳の写しを  

      添付してください。 

 ２ 請求者  

   ○ 退職手当の請求者は、退職者本人です。必ずご本人が記入してください。 

 ３ 支給方法 

  (1) 支給方法は、安全性及び事務処理の都合上、口座振込とします。 

(2) 退職手当振込先は、必ず退職者本人の口座とし、普通預金を指定してください。 

  (3) 振込先金融機関は、銀行、信用金庫、信用組合、商工組合中央金庫、農協及び労働

金庫となります。 
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 ４ 支給時期 

   ○ 退職手当の支給は、５月中下旬を予定しています。 

     支給日については、お問い合わせいただいてもお答えできませんのでご理解くだ
さい。 

     参考令和５年度末退職者の支給日 事務局：５月１７日 教職員：５月２４日 

   ○ 退職者本人あてに、「退職手当裁定通知書」、「支給明細書」、「源泉徴収票」

を郵送します。                              

※ 通知書等の郵送は、支払日の前日に発送します。「源泉徴収票」は翌年２月の確定申

告に必要となりますので、紛失しないよう大切に保管してください。 

  

５ 貸付金の控除について 

   ○ 共済組合、互助会、互助組合の貸付金のうち、未償還のものがある場合は、その

残額について退職手当から一括控除して共済組合等に償還していただくことになっ

ていますので、ご了承ください。（地方公務員等共済組合法第 115条） 

 

 ６ 改姓、住所変更 

  (1) 氏名及びフリガナについては、請求書、３月までに個人報告票により届けられてい
る人事給与システムのデータ及び振込先口座名義が、一致していない場合には退職手
当支給に支障が生じます。 

    ① 令和７年３月末日までに改姓する職員 
       所属に確認の上、３月末日までに人事給与システムのデータが修正されるよ

う、個人報告票を提出してください。また、金融機関へも口座名義の変更手続
きを済ませてください。 

    ② 令和７年４月以降に改姓予定の職員 

       請求書は、改正前の氏名で記載し、金融機関への口座名義の変更手続きは退
職手当支給後に行ってください。 

 

  (2) 住所変更が行われると、裁定通知書等を郵送するのに支障を生じます。 

① 令和７年３月末日までに住所変更の職員 
   請求書は変更後の住所を記載し、所属に確認の上、３月末日までに人事給与

システムのデータが修正されるよう、個人報告票を提出してください。 
また、念のため郵便局へも転居届を提出してください。 

② 令和７年４月以降に住所変更の職員 

   請求書は変更後の住所を記載し、念のため郵便局へも転居届を提出してくだ
さい。 
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７ その他 

   ○ 「６ 改正、住所変更」に該当する場合には、退職手当請求書提出時に福利給与
課担当者へ申し出てください。また、事務職員にも事前に報告してください。 

○ 退職手当の請求手続きについては、別途通知により、全ての退職予定者に行って
いただきます。なお、退職日の翌日から引き続いて他の地方公共団体、勤続期間の通
算規定を有する法人等に勤務する場合は、採用先において勤続期間を通算する場合が
ありますので、退職手当請求書提出時に福利給与課担当者へ申し出てください。ま
た、その場合は、本県から退職手当は支給されません。 

     ○ 個別の退職手当支給額に関する問い合わせは、お答えしておりませんのでご遠慮
ください。 

   ○ 退職手当の請求に係る書類の提出は、所定の提出日前に受け付けることはできま
せん。 

   ○ 令和７年６月分からの住民税については、再就職の有無に関係なく令和６年分の

所得を基に計算された税金が徴収されることとなります。 
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第１号様式（第２条関係）                【記載例①】 
 
  
 
 
 
 

所 属  山梨Ｂ小学校 
 

所属長   校長  甲府 太郎   印 

                                                                              

                                         

退 職 手 当 請 求 書                       

 

    山梨県職員の退職手当に関する規則第２条第１項の規定により、退職手当の支給を 

   請求します。 

    令和 ７年 ４月 １日 

                   

    （任命権者）                                 

   山 梨 県 教 育 委 員 会              殿                      

                                       請求者氏名   山 梨  花 子   印 

                                        （〒 400  －8501 ）            

                                        現住所  甲府市丸の内２－３３－１ 

                                         （TEL  055  － 223    － 1756   ） 

                       本籍地  山梨県甲府市丸の内２１１１ 

                                                                        

退職者氏名 山 梨 花 子 退職時の職名 教諭 

退職年月日 令和７年３月３１日 退職事由 定 年 

支 

払 

方 

法 

直払を希望 
 

口座振替を希望 ○ 

金 融機関 コー ド      ０１４２ ２５６ 

当座預金  普通預金 ○ 
金融機関名 

 
山梨中央銀行 

 
西支店 

フリガナ ヤマナシ ハナコ 

口座番号 0 0 1 2 3 4 5 
口座名義人 山 梨  花 子 

 

  （注）退職者死亡の場合、請求者氏名の上へ本人との続柄を記入すること。 

        金融機関名は本・支店名も記入すること。（農協は○○○○支所） 

                                 

 

 

 

認め印でも可 

公 印 

（私印不可） 

通帳のコピーを添付（P.19～20参照） 

※ ネットバンキングの場合、カナ氏名、金融機関名、金融機関コード、 

支店名、支店番号、預金種別（普通預金）、口座番号がわかるものを添付 

請求者本人の口座 

令和７年３月３１日現在の所属長名 

※所属長の職名の記入忘れに注意 

用紙に記載された日付のまま 

戸籍抄（謄）本と一致することを確認 

「定年」、「自己都合」のいずれか誤りのないよう

記入 

※ ６０歳で退職する場合も「定年」 
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記 入 不 要 

400－0031 
山梨県甲府市丸の内 2－33－1 

山梨 花子 

令和 7 年 1 月 1 日の住民票の住所 

令和７   ３  ３１ 

A欄のみ記入。B欄以降は記入不要。 

【生活扶助の有無】 

生活保護を受けていない場合は「無」, 

生活保護を受けている場合は「有」を○で囲む。 

【退職の区分等】 

在職中に障害となったことに直接起因して退職する場合は 

「障害」を○で囲み、（ ）内に障害の状態、身体障害者手帳の

公布年月日等を記入する。 

その他の人は「一般」を○で囲む。 

【特定役員等勤続期間】  

勤続期間が５年以下の場合は「有」を○で囲み、 

自年月日に採用日、至年月日に退職日を記入する。 

採用日 

修
正
が
で
き
る
よ
う
に
鉛
筆
で
記
入
す
る 

令和７   ３   ３１ 

退職日 退職までの勤続年数 

部分は記入不要 記載例② 



 

 - 19 - 
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【ネットバンキング・通帳レス口座の場合】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
※ ネットバンキングや通帳レス口座のため、通帳がない場合は、金融機関名、支店
名、氏名、預金種別、口座番号、金融機関コードが確認できる資料を印刷・提出し
てください。（複数枚でも問題ありません） 



２項

十
一
年
未
満
勤
続
定

年
・
勧
奨
・
公
務
外
死

亡
・
通
勤
災
害
傷
病
等

公
務
外
傷
病

（
通
勤
災

害
傷
病
を
除
く

）

自
己
都
合

十
一
年
以
上
二
十
五
年

未
満
勤
続
定
年
・
勧

奨
・
公
務
外
死
亡
・
通

勤
災
害
傷
病
等

二
十
五
年
未
満
勤
務
官

署
の
移
転
等

二
十
五
年
以
上
勤
続
定

年
・
勧
奨
・
公
務
外
死

亡
・
通
勤
災
害
傷
病
等

二
十
五
年
以
上
勤
務
官

署
の
移
転
等

整
理
・
公
務
上
死
傷
病

1 0.837 0.837 0.5022 1.04625 1.2555(3.6a)
2 1.674 1.674 1.0044 2.0925 2.511(4.5a)
3 2.511 2.511 1.5066 3.13875 3.7665(5.4a)
4 3.348 3.348 2.0088 4.185 5.022(5.4a)
5 4.185 4.185 2.511 5.23125 6.2775
6 5.022 5.022 3.0132 6.2775 7.533
7 5.859 5.859 3.5154 7.32375 8.7885
8 6.696 6.696 4.0176 8.37 10.044
9 7.533 7.533 4.5198 9.41625 11.2995
10 8.37 8.37 5.022 10.4625 12.555
11 9.2907 7.43256 11.613375 11.613375 13.93605
12 10.2114 8.16912 12.76425 12.76425 15.3171
13 11.1321 8.90568 13.915125 13.915125 16.69815
14 12.0528 9.64224 15.066 15.066 18.0792
15 12.9735 10.3788 16.216875 16.216875 19.46025
16 14.3127 12.88143 17.890875 17.890875 20.8413
17 15.6519 14.08671 19.564875 19.564875 22.22235
18 16.9911 15.29199 21.238875 21.238875 23.6034
19 18.3303 16.49727 22.912875 22.912875 24.98445
20 19.6695 19.6695 24.586875 24.586875 26.3655
21 21.3435 21.3435 26.260875 26.260875 27.74655
22 23.0175 23.0175 27.934875 27.934875 29.1276
23 24.6915 24.6915 29.608875 29.608875 30.50865
24 26.3655 26.3655 31.282875 31.282875 31.8897
25 28.0395 28.0395 33.27075 33.27075 33.27075
26 29.3787 29.3787 34.77735 34.77735 34.77735
27 30.7179 30.7179 36.28395 36.28395 36.28395
28 32.0571 32.0571 37.79055 37.79055 37.79055
29 33.3963 33.3963 39.29715 39.29715 39.29715
30 34.7355 34.7355 40.80375 40.80375 40.80375
31 35.7399 35.7399 42.31035 42.31035 42.31035
32 36.7443 36.7443 43.81695 43.81695 43.81695
33 37.7487 37.7487 45.32355 45.32355 45.32355
34 38.7531 38.7531 46.83015 46.83015 46.83015
35 39.7575 39.7575 47.709 47.709 47.709
36 40.7619 40.7619 47.709 47.709 47.709
37 41.7663 41.7663 47.709 47.709 47.709
38 42.7707 42.7707 47.709 47.709 47.709
39 43.7751 43.7751 47.709 47.709 47.709
40 44.7795 44.7795 47.709 47.709 47.709
41 45.7839 45.7839 47.709 47.709 47.709
42 46.7883 46.7883 47.709 47.709 47.709
43 47.709 47.709 47.709 47.709 47.709
44 47.709 47.709 47.709 47.709 47.709
45 47.709 47.709 47.709 47.709 47.709

　　　　　　　　　　　　新条例退職手当支給率表　※調整率を乗じた後のもの

（注１）　（　）内は、条例第６条の５の最低保障
（注２）　aは基本給月額（給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額）

（注３）　条例附則第６項から第８項まで及び昭和４８年条例第４５号附則第５項から第７項による退職手当の基
　　　 本額の調整（83.7/100）を含めた計数

勤
続
年
数

（平成30年2月1日以降適用）

第３条 第４条 第５条

１項



二
十
年
未
満
勤
続
定
年

・
勧
奨
・
公
務
外
死
亡

・
通
勤
災
害
傷
病
等

二
十
五
年
未
満
勤
続
公

務
外
傷
病

（
通
勤
災
害

傷
病
を
除
く

）

二
十
四
年
未
満
勤
続

自
己
都
合

二
十
五
年
以
上
勤
続

自
己
都
合

二
十
年
以
上
二
十
五
年

未
満
勤
続
定
年
・
勧

奨
・
公
務
外
死
亡
・
通

勤
災
害
傷
病
等

二
十
五
年
以
上
勤
務
公

務
外
傷
病

（
通
勤
災
害

傷
病
を
除
く

）

勤
務
官
署
の
移
転
等

二
十
五
年
以
上
勤
続
定

年
・
勧
奨
・
公
務
外
死

亡
・
通
勤
災
害
傷
病
等

整
理
・
公
務
上
死
傷
病

1 0.837 0.837 0.5022 1.04625 1.2555(3.6a)
2 1.674 1.674 1.0044 2.0925 2.511(4.5a)
3 2.511 2.511 1.5066 3.13875 3.7665(5.4a)
4 3.348 3.348 2.0088 4.185 5.022(5.4a)
5 4.185 4.185 2.511 5.23125 6.2775
6 5.022 5.022 3.7665 6.2775 7.533
7 5.859 5.859 4.39425 7.32375 8.7885
8 6.696 6.696 5.022 8.37 10.044
9 7.533 7.533 5.64975 9.41625 11.2995
10 8.37 8.37 6.2775 10.4625 12.555
11 9.2907 9.2907 7.43256 11.613375 13.93605
12 10.2114 10.2114 8.16912 12.76425 15.3171
13 11.1321 11.1321 8.90568 13.915125 16.69815
14 12.0528 12.0528 9.64224 15.066 18.0792
15 12.9735 12.9735 10.3788 16.216875 19.46025
16 13.8942 13.8942 11.11536 17.36775 20.8413
17 14.8149 14.8149 11.85192 18.518625 22.22235
18 15.7356 15.7356 12.58848 19.6695 23.6034
19 16.6563 16.6563 13.32504 20.820375 24.98445
20 17.577 17.577 21.97125 21.97125 26.3655
21 18.5814 18.5814 23.22675 23.22675 27.8721
22 19.5858 19.5858 24.48225 24.48225 29.3787
23 20.5902 20.5902 25.73775 25.73775 30.8853
24 21.5946 21.5946 26.99325 26.99325 32.3919
25 28.24875 28.24875 28.24875 33.8985 33.8985
26 29.50425 29.50425 29.50425 35.4051 35.4051
27 30.75975 30.75975 30.75975 36.9117 36.9117
28 32.01525 32.01525 32.01525 38.4183 38.4183
29 33.27075 33.27075 33.27075 39.9249 39.9249
30 34.52625 34.52625 34.52625 41.4315 41.4315
31 35.5725 35.5725 35.5725 42.687 42.687
32 36.61875 36.61875 36.61875 43.9425 43.9425
33 37.665 37.665 37.665 45.198 45.198
34 38.71125 38.71125 38.71125 46.4535 46.4535
35 39.7575 39.7575 39.7575 47.709 47.709
36 40.80375 39.7575 39.7575 47.709 47.709
37 41.85 41.85 40.24038 47.709 47.709
38 42.89625 42.89625 41.24639 47.709 47.709
39 43.9425 43.9425 42.2524 47.709 47.709
40 44.98875 44.98875 43.25841 47.709 47.709
41 46.035 46.035 44.26442 47.709 47.709
42 47.08125 47.08125 45.27043 47.709 47.709
43 47.709 47.709 46.27644 47.709 47.709
44 47.709 47.709 47.28245 47.709 47.709
45 470709 47.709 47.709 47.709 47.709

　　　　　　　　　　　　旧条例退職手当支給率表　※調整率を乗じた後のもの

（平成30年2月1日以降適用）

勤
続
年
数

第３条 第４条 第５条

（注４）　自己都合を除く勤続２０年以上の長期勤続者については、平成１８年条例第９号附則第２条第１項による退職手当の
　　　 額の調整（83.7/104）を、それ以外の者については、調整（83.7/100）を含めた係数

（注５）　勤務官署の移転等の勤続３７年以上４４年以下の欄は、表記上、小数点以下５位切捨て

（注１）　（　）内は、条例第６条の５の最低保障

（注２）　aは基本給月額（給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額）

（注３）　自己都合を除く勤続２０年以上の長期勤続者については、条例附則第６項から第８項まで及び昭和４８年条例第４５号
　　　 附則第５項から第７項による退職手当の額の調整（104/100）を含めた係数（□内の数字）


